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表１ 新受人員 

表１－１ 罪名別の新受人員 

総数 6,461    

強盗致傷 1,558    

殺人 1,361    

現住建造物等放火 593       

傷害致死 551       

覚せい剤取締法違反 535       

（準）強姦致死傷 472       

（準）強制わいせつ致死傷 394       

強盗強姦 309       

強盗致死（強盗殺人） 173       

偽造通貨行使 162       

危険運転致死 80        

通貨偽造 72        

逮捕監禁致死 44        

集団（準）強姦致死傷 38        

保護責任者遺棄致死 32        

銃砲刀剣類所持等取締法違反 26        

組織的犯罪処罰法違反 14        

麻薬特例法違反 12        

爆発物取締罰則違反 11        

麻薬及び向精神薬取締法違反 7          

身代金拐取 4          

その他 13        

（注）１　刑事月報による延べ人員である。
　　　２　受理後の罰条の変更等により，裁判員裁判対象事件になったものを含まず，
　　　　同事件に該当しなくなったものは含む。
　　　３　１通の起訴状で複数の罪名の異なる裁判員裁判対象事件が起訴された場合は，
　　　　法定刑の最も重い罪名に計上した。
　　　４　未遂処罰規定のある罪名については，未遂のものを含む。
　　　５　「組織的犯罪処罰法」は，「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関
　　　　する法律」の略である。
　　　６　「麻薬特例法」は，「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長す
　　　　る行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」
　　　　の略である。
　　　７　裁判員裁判に関する事務を取り扱う支部以外の支部に起訴された人員を除く。
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表１－２ 庁別の新受人員 
 総数 6,461    

東京地裁本庁 574       広島地裁本庁 130       

東京地裁立川支部 218       山口地裁本庁 39        

横浜地裁本庁 290       岡山地裁本庁 108       

横浜地裁小田原支部 48        鳥取地裁本庁 13        

さいたま地裁本庁 345       松江地裁本庁 14        

千葉地裁本庁 660       福岡地裁本庁 215       

水戸地裁本庁 140       福岡地裁小倉支部 69        

宇都宮地裁本庁 108       佐賀地裁本庁 36        

前橋地裁本庁 107       長崎地裁本庁 36        

静岡地裁本庁 37        大分地裁本庁 55        

静岡地裁沼津支部 68        熊本地裁本庁 64        

静岡地裁浜松支部 39        鹿児島地裁本庁 69        

甲府地裁本庁 49        宮崎地裁本庁 42        

長野地裁本庁 49        那覇地裁本庁 61        

長野地裁松本支部 29        仙台地裁本庁 95        

新潟地裁本庁 64        福島地裁本庁 27        

大阪地裁本庁 576       福島地裁郡山支部 60        

大阪地裁堺支部 182       山形地裁本庁 42        

京都地裁本庁 132       盛岡地裁本庁 22        

神戸地裁本庁 196       秋田地裁本庁 22        

神戸地裁姫路支部 48        青森地裁本庁 72        

奈良地裁本庁 48        札幌地裁本庁 127       

大津地裁本庁 79        函館地裁本庁 25        

和歌山地裁本庁 49        旭川地裁本庁 27        

名古屋地裁本庁 307       釧路地裁本庁 37        

名古屋地裁岡崎支部 91        高松地裁本庁 74        

津地裁本庁 62        徳島地裁本庁 28        

岐阜地裁本庁 90        高知地裁本庁 30        

福井地裁本庁 24        松山地裁本庁 53        

金沢地裁本庁 36        

富山地裁本庁 24        

（注）１　刑事月報による延べ人員である。
　　　２　裁判員裁判に関する事務を取り扱う支部以外の支部に起訴された人員を除く。
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表２ 終局人員 

表２－１ 罪名別の終局人員 
 
罪名 終局人員 有罪

有罪・

一部無罪
無罪

家裁へ

移送
その他

総数 4,988      4,843      13          26          4            102         

強盗致傷 1,140      1,105      2            2            3            28          

殺人 1,109      1,087      2            5            -            15          

傷害致死 461         451         -            4            1            5            

現住建造物等放火 460         448         3            -            -            9            

覚せい剤取締法違反 448         423         2            12          -            11          

（準）強姦致死傷 305         291         -            -            -            14          

（準）強制わいせつ致死傷 254         251         1            -            -            2            

強盗強姦 149         138         -            -            -            11          

強盗致死（強盗殺人） 136         134         -            1            -            1            

麻薬特例法違反 126         126         -            -            -            -            

偽造通貨行使 90          90          -            -            -            -            

危険運転致死 65          65          -            -            -            -            

逮捕監禁致死 48          48          -            -            -            -            

保護責任者遺棄致死 29          28          -            1            -            -            

集団（準）強姦致死傷 28          27          -            -            -            1            

傷害 22          22          -            -            -            -            

銃砲刀剣類所持等取締法違反 18          17          -            -            -            1            

通貨偽造 17          15          -            -            -            2            

強盗 17          17          -            -            -            -            

（準）強姦 9            9            -            -            -            -            

組織的犯罪処罰法違反 8            7            -            1            -            -            

麻薬及び向精神薬取締法違反 8            8            -            -            -            -            

爆発物取締罰則違反 6            5            -            -            -            1            

自殺関与及び同意殺人 4            4            -            -            -            -            

窃盗 4            3            1            -            -            -            

海賊行為処罰法違反 4            3            -            -            -            1            

拐取者身の代金取得等 3            3            -            -            -            -            

非現住建造物等放火 2            2            -            -            -            -            

建造物等以外放火 2            2            -            -            -            -            

建造物等延焼 2            2            -            -            -            -            

激発物破裂 2            2            -            -            -            -            

集団（準）強姦 2            2            -            -            -            -            

ガス漏出等致死 1            1            -            -            -            -            

（準）強制わいせつ 1            1            -            -            -            -            

死体損壊等 1            -            1            -            -            -            

暴行 1            1            -            -            -            -            

自動車運転過失致死 1            1            -            -            -            -            

身の代金拐取 1            1            -            -            -            -            

常習累犯強盗 1            1            -            -            -            -            

恐喝 1            1            -            -            -            -            

関税法違反 1            1            -            -            -            -            

道路交通法違反 1            -            1            -            -            -            

（注）１　刑事通常第一審事件票による実人員である。
　　　２　「その他」は，公訴棄却，移送（少年法５５条による家裁移送を除く。）等である。
　　　３　未遂処罰規定のある罪名については，未遂のものを含む。
 　　 ４　有罪（一部無罪を含む。）の場合は処断罪名を，無罪，その他の場合は終局時において当該事件について掲げ
　　　　られている訴因の罪名のうち，裁判員裁判対象事件の罪名（裁判員裁判対象事件が複数あるときは，法定刑が最
　　　　も重いもの）を，それぞれ計上した。
　　　５　起訴罪名と認定罪名が異なる場合や罰条の変更等の場合などにおいては，裁判員裁判対象事件の罪名と異なる
　　　　罪名で計上されることがある。　　
　　　６　「麻薬特例法」は，「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬
　　　　及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」の略である。
　　　７　「組織的犯罪処罰法」は，「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」の略である。
　　　８　「海賊行為処罰法」は，「海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律」の略である。
　　　９　裁判員法３条１項の除外決定があったものを除く。
　　　10　裁判員裁判に関する事務を取り扱う支部以外の支部に起訴され，当該支部の管轄区域を取扱区域とする本庁又
　　　　は支部に回付された人員を除く。
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表２－２ 庁別の終局人員 
 

庁名
終局

人員
有罪

有罪・

一部

無罪

無罪
家裁へ

移送
その他 庁名

終局

人員
有罪

有罪・

一部

無罪

無罪
家裁へ

移送
その他

総数 4,988 4,843 13      26      4        102    広島地裁本庁 103    99      -        -        -        4        

東京地裁本庁 441    428    1        6        1        5        山口地裁本庁 36      35      -        -        -        1        

東京地裁立川支部 154    145    1        -        -        8        岡山地裁本庁 72      72      -        -        -        -        

横浜地裁本庁 242    232    -        -        -        10      鳥取地裁本庁 10      10      -        -        -        -        

横浜地裁小田原支部 42      39      -        -        -        3        松江地裁本庁 10      10      -        -        -        -        

さいたま地裁本庁 241    238    1        -        -        2        福岡地裁本庁 176    170    1        1        2        2        

千葉地裁本庁 541    523    2        5        -        11      福岡地裁小倉支部 51      50      -        1        -        -        

水戸地裁本庁 106    106    -        -        -        -        佐賀地裁本庁 27      27      -        -        -        -        

宇都宮地裁本庁 80      79      -        -        -        1        長崎地裁本庁 33      31      1        -        -        1        

前橋地裁本庁 88      86      -        -        -        2        大分地裁本庁 43      42      -        -        -        1        

静岡地裁本庁 27      27      -        -        -        -        熊本地裁本庁 52      52      -        -        -        -        

静岡地裁沼津支部 46      44      -        -        -        2        鹿児島地裁本庁 70      68      -        1        1        -        

静岡地裁浜松支部 27      26      -        1        -        -        宮崎地裁本庁 33      33      -        -        -        -        

甲府地裁本庁 42      42      -        -        -        -        那覇地裁本庁 58      56      1        -        -        1        

長野地裁本庁 38      37      -        -        -        1        仙台地裁本庁 77      74      1        1        -        1        

長野地裁松本支部 27      26      -        -        -        1        福島地裁本庁 25      25      -        -        -        -        

新潟地裁本庁 50      49      -        1        -        -        福島地裁郡山支部 54      47      -        -        -        7        

大阪地裁本庁 394    387    1        3        -        3        山形地裁本庁 28      27      -        -        -        1        

大阪地裁堺支部 126    122    2        -        -        2        盛岡地裁本庁 17      16      -        -        -        1        

京都地裁本庁 98      90      1        2        -        5        秋田地裁本庁 16      15      -        -        -        1        

神戸地裁本庁 139    134    -        2        -        3        青森地裁本庁 48      48      -        -        -        -        

神戸地裁姫路支部 46      46      -        -        -        -        札幌地裁本庁 115    112    -        -        -        3        

奈良地裁本庁 41      39      -        2        -        -        函館地裁本庁 19      18      -        -        -        1        

大津地裁本庁 53      53      -        -        -        -        旭川地裁本庁 19      19      -        -        -        -        

和歌山地裁本庁 40      39      -        -        -        1        釧路地裁本庁 28      28      -        -        -        -        

名古屋地裁本庁 235    225    -        -        -        10      高松地裁本庁 50      48      -        -        -        2        

名古屋地裁岡崎支部 69      67      -        -        -        2        徳島地裁本庁 25      25      -        -        -        -        

津地裁本庁 53      53      -        -        -        -        高知地裁本庁 25      24      -        -        -        1        

岐阜地裁本庁 70      69      -        -        -        1        松山地裁本庁 37      36      -        -        -        1        

福井地裁本庁 22      22      -        -        -        -        

金沢地裁本庁 32      32      -        -        -        -        

富山地裁本庁 21      21      -        -        -        -        

（注）１　刑事通常第一審事件票による実人員である。
　　　２　終局区分の「その他」は，公訴棄却，移送（少年法５５条による家裁移送を除く。）等である。
　　　３　裁判員裁判に関する事務を取り扱う支部以外の支部に起訴され，当該支部の管轄区域を取扱区域とする
　　　　本庁又は支部に回付された人員を除く。
　　　４　裁判員法３条１項の除外決定があったものを除く。
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表３ 選任手続の概況 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表４ 選定から選任手続期日出席までの裁判員候補者数の推移 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１　刑事通常第一審事件票による延べ人員である。
　　　２　「呼び出さない措置がされた裁判員候補者の数」及び「呼出取消しがされた裁判員候補者の数」には，
　　　　辞退が認められた人のほか， (1)欠格事由，就職禁止事由に該当するとして，呼び出さない措置または
　　　　呼出取消しがされたものが含まれ，さらに前者には， (2)転居先不明等により裁判員候補者名簿記載通
　　　　知が不到達であったものが含まれる。
　　　３　「裁判員候補者の出席率」とは，選任手続期日に出席を求められた人（呼出状を送付した裁判員候補
　　　　者のうち，呼出取消しがなされなかった人）のうち，現に選任手続期日に出席した人の割合をいう。
　　　　　なお，「選任手続期日に出席を求められた人」には，そもそも呼出状が到達しておらず，現実的には
　　　　出席を期待し得ない裁判員候補者も含まれることに留意を要する。
　　　４　［　］は，総数を判決人員（４，８８６人）で除した平均値である。なお，判決人員には少年法５５
　　　　条による家裁移送決定があったものを含み，裁判員が参加する合議体で審理が行われずに公訴棄却判決
　　　　があったのものを含まない。

呼び出さない措置がされた裁

判員候補者の数

総数

      119,378

総数

選定された裁判員候補者の総

数

裁判員候補者の出席率（％）

（ｅ／(ｃ－ｄ)）
78.3  

呼出状を送付した裁判員候補

者の数（ｃ）

選任手続期日に出席した裁判

員候補者の数（ｅ）

     429,202

     309,824

     145,383

［87.8］ 

［63.4］ 

［29.8］ 

［24.4］ 

［25.4］ 

呼出取消しがされた裁判員候

補者の数（ｄ）

      124,140

選定された裁判員候補者の総数（ａ） 429,202

選任手続期日に出席した裁判員候補者の数 145,383

辞退が認められた裁判員候補者の総数（ｂ） 249,371

辞退が認められた裁判員候補者の割合（％）（ｂ／ａ） 58.1

（注）　刑事通常第一審事件票による延べ人員である。
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表５ 辞退が認められた裁判員候補者数及びその辞退事由の内訳（選任手続期日の前と当日別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

表６ 選任手続期日において不選任決定がされた裁判員候補者数及びその内訳 
 総数

判決人員 4,886         

105,722      

理由あり不選任(法34条4項) 355           

辞退による不選任(法34条7項) 18,591       

理由なし不選任(法36条) 18,076       

くじ等による不選任（法37条3項） 68,690       

質問なし不選任（規35条2項，3項） 10             

（注）１　刑事通常第一審事件票による延べ人員である（ただし，判決人員は実人員である。）。
　　　２　判決人員には少年法５５条による家裁移送決定があったものを含み，裁判員が参加する合議体
　　　　で審理が行われずに公訴棄却判決があったものを含まない。
　　　３　「質問なし不選任」とは，(1)あらかじめくじで裁判員等に選任されるべき順序を定めた上で，
　　　　その順序に従って質問手続を行い，必要な裁判員候補者数に満ちたときに質問を打ち切る，い
　　　　わゆる抹消方式及び(2)選任手続期日のはじめに質問を受けるべき裁判員候補者を決めるための
　　　　くじを行う方式により，質問を受けることなく法３７条３項の不選任決定がされたものをいう。

不選任決定がされた裁判員候補者の総数

辞退により

呼び出さない

措置がされた

裁判員候補者

辞退により

呼出取消しが

された裁判員

候補者

判決人員 4,886         

429,202      

249,371      116,397      114,383      18,591        

裁判員法16条1号～7号の辞退（70歳以上，学生等） 90,373        80,222        9,901         250            

疾病傷害 35,252        21,266        12,575        1,411         

介護養育 24,278        4,352         18,374        1,552         

事業における重要用務 62,569        5,990         47,858        8,721         

社会生活上の重要用務 4,510         422            3,195         893            

辞退政令1号（妊娠中又は産後8週以内） 3,203         900            2,207         96             

辞退政令2号（法16条8号ロ以外の介護養育） 2,745         334            2,110         301            

辞退政令3号（親族等の同居人の入院等の付添い） 1,893         118            1,421         354            

辞退政令4号（出産等への立会い等） 330            38             270            22             

辞退政令5号（遠隔地) 5,677         770            4,824         83             

辞退政令6号(その他精神上又は経済上の不利益) 18,541        1,985         11,648        4,908         

（注）１　刑事通常第一審事件票による延べ人員である（ただし，判決人員は実人員である。）。
　　　２　判決人員には少年法５５条による家裁移送決定があったものを含み，裁判員が参加する合議体で審理が
　　　　行われずに公訴棄却判決があったものを含まない。
　　　３　「裁判員法16条1号～7号の辞退（70歳以上，学生等）」のうち，制度施行から平成22年までの人数には，
　　　　(1)欠格事由，就職禁止事由に該当するとして，呼び出さない措置がされたもの，(2)転居先不明等により
　　　　裁判員候補者名簿記載通知が不到達であったものが含まれる。

辞退が認められた裁判員候補者の総数

選任手続期日前

選任手続

期日当日
総数

選定された裁判員候補者の総数
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表７ 選任された裁判員及び補充裁判員の総数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

表８ 職務従事日数別の終局件数の分布及び平均職務従事日数（自白否認別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表９ 公判前整理手続期間（公判前整理手続に付された日から同手続終了日まで）別の 

判決人員の分布及び平均公判前整理手続期間（自白否認別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

日

以

内

１

月

以

内

２

月

以

内

３

月

以

内

６

月

以

内

９

月

以

内

１

年

以

内

１

年

３

月

以

内

１

年

６

月

以

内

１

年

９

月

以

内

２

年

以

内

２

年

３

月

以

内

２

年

６

月

以

内

２

年

９

月

以

内

３

年

以

内

３

年

を

超

え

る

総数 4,850 - 7 200 585 2,181 1,068 464 193 82 27 20 12 6 3 1 1 6.2 月 

自白 2,862 - 6 173 510 1,540 477 104 37 11 - 2 1 1 - - - 4.9 月 

否認 1,988 - 1 27 75 641 591 360 156 71 27 18 11 5 3 1 1 8.1 月 

（注）１　刑事通常第一審事件票による実人員である。
　　　２　裁判員裁判対象事件以外の事件について，公判前整理手続に付されずに公判を開いた後，罰条の変更等により裁判
　　　　員裁判対象事件になり，期日間整理手続に付されたもの等があるため，判決人員は他の表と異なる。
　　　３　判決人員には少年法５５条による家裁移送決定があったものを含み，裁判員が参加する合議体で審理が行われずに
　　　　公訴棄却判決があったものを含まない。
　　　４　裁判員法３条１項の除外決定があったものを除く。

判

決

人

員

平

均

公

判

前

整

理

手

続

期

間

公 判 前 整 理 手 続 期 間

２日 ３日 ４日 ５日
１０日

以内

１０日を

超える

総数 4,625    40        1,048    1,491    814      1,093    139      5.0 日 

自白 2,695    39        946      1,102    386      211      11        4.0 日 

否認 1,930    1         102      389      428      882      128      6.3 日 

（注）１　刑事局への個別報告による件数建てである。
　　　２　終局件数には少年法５５条による家裁移送決定があったものを含み，裁判員が参加する合議体
　　　　で審理が行われずに公訴棄却判決があったものを含まない。
　　　３　裁判員が，選任手続，公判，評議及び判決宣告等のために裁判所に出席した日数の合計であり，
　　　　審理等が行われなかった日や土日祝日を含まない。

平均職務

従事日数

終局

件数

職 務 従 事 日 数

終局件数 4,625        

選任された裁判員の数 28,229       

選任された補充裁判員の数 9,722        

（注）１　終局件数は，刑事局への個別報告の件数である。
　　　２　終局件数には少年法５５条による家裁移送決定があったものを含み，裁判員が参加する
　　　　合議体で審理が行われずに公訴棄却判決があったものを含まない。
　　　３　裁判員及び補充裁判員の数は，刑事局への個別報告による実人員である。
　　　４　補充裁判員から裁判員に選任された場合は，重複して計上した。
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表１０ 開廷回数別の判決人員の分布及び平均開廷回数（自白否認別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１１ 審理期間 

表１１－１ 審理期間（受理から終局まで）別の判決人員の分布及び平均審理期間（自白否認別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月

以内

４月

以内

５月

以内

６月

以内

９月

以内

１年

以内

１年を

超える

総数 4,886  29      297    629    805    1,682  781    663    8.7 月 

自白 2,887  27      266    518    597    1,030  309    140    7.2 月 

否認 1,999  2       31      111    208    652    472    523    10.8 月 

（注）１　刑事通常第一審事件票による実人員である。
　　　２　判決人員には少年法５５条による家裁移送決定があったものを含み，裁判員が参加
　　　　する合議体で審理が行われずに公訴棄却判決があったものを含まない。
　　　３　裁判員法３条１項の除外決定があったものを除く。

判決

人員

審 理 期 間
平均審理

期間

１回 ２回 ３回 ４回 ５回
６回

以上

総数 4,886  -       114    1,980  1,553  623    616    4.1 回 

自白 2,887  -       107    1,621  844    204    111    3.6 回 

否認 1,999  -       7       359    709    419    505    5.0 回 

（注）１　刑事通常第一審事件票による実人員である。
　　　２　裁判員裁判対象事件以外の事件について公判を開いた後，裁判員裁判
　　　　対象事件が併合されたものを含む。
　　　３　判決人員には少年法５５条による家裁移送決定があったものを含み，
　　　　裁判員が参加する合議体で審理が行われずに公訴棄却判決があったもの
　　　　を含まない。
　　　４　裁判員法３条１項の除外決定があったものを除く。

平均開廷

回数

判決

人員

開 廷 回 数
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表１１－２ 実審理期間（第１回公判から終局まで）別の判決人員の分布及び 

平均実審理期間（自白否認別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１２ 評議時間別の判決人員の分布及び平均評議時間（自白否認別） 
 
 

 

 

 

 

 

240分

以内

360分

以内

480分

以内

600分

以内

720分

以内

840分

以内

840分を

超える

総数 4,886     258       941       1,242    909       595       365       576       560.0 分 

自白 2,887     229       750       902       535       251       124       96        458.5 分 

否認 1,999     29        191       340       374       344       241       480       706.6 分 

（注）１　刑事通常第一審事件票による実人員である。
　　　２　評議時間には，中間評議に要した時間を含まない。
　　　３　判決人員には少年法５５条による家裁移送決定があったものを含み，裁判員が参加する合議体で
　　　　審理が行われずに公訴棄却判決があったものを含まない。
　　　４　裁判員法３条１項の除外決定があったものを除く。

判決

人員

評 議 時 間
平均評議

時間

２日 ３日 ４日 ５日
１０日

以内

２０日

以内

３０日

以内

４０日

以内

４０日を

超える

総数 4,886  69      1,292  1,178  523    1,325  415    51      20      13      6.2 日 

自白 2,887  66      1,156  846    263    491    60      2       2       1       4.5 日 

否認 1,999  3       136    332    260    834    355    49      18      12      8.6 日 

（注）１　刑事通常第一審事件票及び刑事局の個別調査による実人員である。
　　　２　区分審理を行ったものについては，裁判員が参加した審理が行われた期間の合計を実審理期間とした。
　　　３　裁判官のみで第１回公判を開いた後，裁判員裁判対象事件で追起訴があったため裁判員の参加する合議
　　　　体で審理されて終局したものについては，裁判員が参加した審理が行われた期間を実審理期間とした。
　　　４　東日本大震災の影響で公判期日が延期され，裁判員が解任されたものについては，改めて選任された裁
　　　　判員の参加した審理が行われた期間を実審理期間とした。
　　　５　２～４以外のものについては，第１回公判から終局までの期間を実審理期間とした。
　　　６　判決人員には少年法５５条による家裁移送決定があったものを含み，裁判員が参加す
　　　　る合議体で審理が行われずに公訴棄却判決があったものを含まない。
　　　７　裁判員法３条１項の除外決定があったものを除く。

平均実審理

期間

実 審 理 期 間
判決

人員
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表１３ 罪名別・量刑分布別（終局区分別を含む）の終局人員及び控訴人員 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

う

ち

保

護

観

察

総数 4,988 4,856 16   102 53   74   225 520 970 989 830 307 767 418 2     1     26   4     102 1,690 34.6   

強盗致傷 1,140 1,107 -     -     -     3     14   72   248 314 271 49   136 94   -     -     2     3     28   383    34.5   

殺人 1,109 1,089 6     39   19   25   136 184 125 153 123 69   210 83   -     -     5     -     15   378    34.6   

傷害致死 461    451    -     -     -     4     -     41   108 119 98   36   45   9     -     -     4     1     5     164    36.0   

現住建造物等放火 460    451    -     -     1     2     4     14   25   67   114 61   163 110 -     -     -     -     9     90      20.0   

覚せい剤取締法違反 448    425    -     -     -     -     11   65   230 99   11   6     3     2     -     -     12   -     11   211    48.3   

（準）強姦致死傷 305    291    -     -     8     7     17   38   72   78   52   9     10   7     -     -     -     -     14   117    40.2   

（準）強制わいせつ致死傷 254    252    -     -     -     -     1     5     14   34   63   37   98   71   -     -     -     -     2     47      18.7   

強盗強姦 149    138    -     4     14   15   16   41   37   9     2     -     -     -     -     -     -     -     11   59      42.8   

強盗致死（強盗殺人） 136    134    10   58   10   15   13   17   9     2     -     -     -     -     -     -     1     -     1     83      61.5   

麻薬特例法違反 126    126    -     -     -     -     1     16   37   49   22   1     -     -     -     -     -     -     -     48      38.1   

偽造通貨行使 90      90      -     -     -     -     -     -     1     1     20   11   57   22   -     -     -     -     -     8        8.9     

危険運転致死 65      65      -     -     -     1     1     7     24   19   8     5     -     -     -     -     -     -     -     26      40.0   

逮捕監禁致死 48      48      -     -     -     -     -     4     10   8     12   4     10   2     -     -     -     -     -     17      35.4   

保護責任者遺棄致死 29      28      -     -     -     -     -     1     5     7     7     4     4     3     -     -     1     -     -     10      34.5   

集団（準）強姦致死傷 28      27      -     1     -     2     5     2     9     3     1     1     3     3     -     -     -     -     1     10      37.0   

傷害 22      22      -     -     -     -     -     -     1     -     7     4     10   4     -     -     -     -     -     6        27.3   

銃砲刀剣類所持等取締法違反 18      17      -     -     -     -     -     4     3     6     4     -     -     -     -     -     -     -     1     6        35.3   

通貨偽造 17      15      -     -     -     -     -     -     -     -     4     3     8     3     -     -     -     -     2     2        13.3   

強盗 17      17      -     -     -     -     2     1     1     7     6     -     -     -     -     -     -     -     -     2        11.8   

（準）強姦 9        9        -     -     -     -     1     1     3     2     2     -     -     -     -     -     -     -     -     2        22.2   

組織的犯罪処罰法違反 8        7        -     -     -     -     2     1     -     2     1     1     -     -     -     -     1     -     -     4        50.0   

麻薬及び向精神薬取締法違反 8        8        -     -     -     -     -     3     2     2     -     1     -     -     -     -     -     -     -     4        50.0   

爆発物取締罰則違反 6        5        -     -     1     -     1     1     -     2     -     -     -     -     -     -     -     -     1     3        60.0   

自殺関与及び同意殺人 4        4        -     -     -     -     -     -     -     -     -     2     2     -     -     -     -     -     -     1        25.0   

窃盗 4        4        -     -     -     -     -     -     -     -     1     1     2     2     -     -     -     -     -     1        25.0   

海賊行為処罰法違反 4        3        -     -     -     -     -     -     3     -     -     -     -     -     -     -     -     -     1     3        100.0 

拐取者身の代金取得等 3        3        -     -     -     -     -     -     1     2     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -        -      

非現住建造物等放火 2        2        -     -     -     -     -     2     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -        -      

建造物等以外放火 2        2        -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     2     1     -     -     -     -     -     -        -      

建造物等延焼 2        2        -     -     -     -     -     -     -     -     -     1     1     -     -     -     -     -     -     1        50.0   

激発物破裂 2        2        -     -     -     -     -     -     -     1     -     -     1     1     -     -     -     -     -     1        50.0   

集団（準）強姦 2        2        -     -     -     -     -     -     -     1     1     -     -     -     -     -     -     -     -     2        100.0 

ガス漏出等致死 1        1        -     -     -     -     -     -     1     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -        -      

（準）強制わいせつ 1        1        -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     1     1     -     -     -     -     -     -        -      

死体損壊等 1        1        -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     1     -     -     -     -     -     -     -        -      

暴行 1        1        -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     1     -     -     -     -     -        -      

自動車運転過失致死 1        1        -     -     -     -     -     -     -     1     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -        -      

身の代金拐取 1        1        -     -     -     -     -     -     -     1     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -        -      

常習累犯強盗 1        1        -     -     -     -     -     -     1     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -        -      

恐喝 1        1        -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     1     -     -     -     -        -      

関税法違反 1        1        -     -     -     -     -     -     -     -     -     1     -     -     -     -     -     -     -     1        100.0 

道路交通法違反 1        1        -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     1     -     -     -     -     -        -      

（注）１　刑事通常第一審事件票による実人員である。
　　　２　「その他」は，公訴棄却，移送（少年法５５条による家裁移送を除く。）等である。
　　　３　未遂処罰規定のある罪名については，未遂のものを含む。
 　　 ４　有罪（一部無罪を含む。）の場合は処断罪名を，無罪，その他の場合は終局時において当該事件について掲げられて
　　　　いる訴因の罪名のうち，裁判員裁判対象事件の罪名（裁判員裁判対象事件が複数あるときは，法定刑が最も重いもの）
　　　　を，それぞれ計上した。
　　　５　起訴罪名と認定罪名が異なる場合や罰条の変更等の場合などにおいては，裁判員裁判対象事件の罪名と異なる罪名で
　　　　計上されることがある。
　　　６　禁錮刑の終局人員はない。
　　　７　「麻薬特例法」は，「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向
　　　　精神薬取締法等の特例等に関する法律」の略である。
　　　８　「組織的犯罪処罰法」は，「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」の略である。
　　　９　「海賊行為処罰法」は，「海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律」の略である。
　　　10　裁判員法３条１項の除外決定があったものを除く。
　　　11　裁判員裁判に関する事務を取り扱う支部以外の支部に起訴され，当該支部の管轄区域を取扱区域とする本庁又は支部
　　　　に回付された人員を除く。
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